
平成 18年○月 14日 の出来事について

申立人 父親X

l 平成 18年 5月 14日 ,申 立人がA子 と面接交渉をした際に,A子 が○○県にあるX

XXXXXXに 行きたい と希望 したc折 しも誕生 日前であるA子の希望を叶えてや りたい

と思い,連れて行つた。その後,「お じいちゃん,おばあちゃんのお うちに行きたい」 とい

うので,連れて行つた ところ,こ れまで常にそ うであつたよ うに,母親のもとに帰 りたく

ない といつて泣き出 して しまった。 当面 どうしていいのかわか らないので,相手方に電話

をし,「今,実家におるんやけどA子が帰 りたくないつて泣いてるか ら俺はもう無理によう

つれていかん。とりあえず今 日のところはこつちで預かるc」 といつた ところ,相手方は「そ

んなん約束が違 う… 5時つて言つたのに,・ ・ 。今か ら迎えに行 くJと 答えたので,「 いや ,

でも迎えにきても嫌がつたら無理に帰すことはできんで。」 と言うと,相手方はそのまま電

話を切つて しまった。

しばらくして相手方代理人,○○○弁護士から電話がかか り,「 このままだと刑事告訴す

ることになるか ら,今 日中に返 しなさい」 と言つてきた。 申立人は,なぜ刑事告訴 されな

ければならないんだ, と思つたので,「 じゃあしてください」 と言 うと,弁護士は黙って電

話を切つて しまつた。数時間後の当日午後 10時頃,申 立人がA子 と風呂に入つていると,

誰かが来たようすであ り,申 立人が 「警察がきたんかな」と言 うとA子がびつくりして「す

ぐ出る,見に行 く,はや くはや くJと パニ ックをおこしは じめた。風呂場か ら出ると,弁

護士が家にあが りこんでお り,「 こんなことしてあなたの一生はめちゃくちゃだぞ !」 とい

きな り食ってかかつてきた。 申立人が 「本人が嫌がってるのに無理や り引きずつていくな

ら私が守るJと 言 うと,「 なにがまもるだ,馬鹿なことを…嫌がってるなんてあんたが勝手

に言つてるだけだろうが」と弁護士が言った。そのとき申立人はA子 を抱つこしていたが ,

大声で食つて掛かって くる弁護士を怖がってぐず りは じめたので,下ろしてや ると走って

いつて祖母に抱きついていた。外に警察が待機 していると言 うので,入 つて貰 うように申

立人が言 うと,私服警官 2名 が入つてきた。その うちの 1人 が話 しを したい と言 うので ,

応接室に通 し, 1対 1で話 した。

2 私服警官 との話は概ね次のよ うな内容であつた。 ○○警察官 「とにかく,む こうが

親権者なんだか ら返せ」 申立人 「嫌がる子 どもを無理や り連れていくなんて,人権 どこ

ろか人道上の問題 じゃないんですか ?J 松野警察官 「人権ならあつちの先生 (○ ○弁護

士)が専門家だろ う…とにかく,わ しらは親権者か ら訴えがあつた ら逮捕せん といかんの

じゃJ

申立人 「子 どもの人権や気持ちは無視ですか ?令状はもつてるんですか ?J OO警 察官

「そんなもんなくても現行犯で逮捕できるん じゃ」 申立人「じゃ逮捕 してください」 ○

○警察官 「だか ら…そ うゆ うことにならんためにわ しらが出張つてきとるんやないか。逮

捕 された らあんたの一生終わ りやぞ」 ○○警察官 「ところで今 どうゆ う状況なんやJ 申

立人 「相手 とですか ?」  ○○警察官 「そや」 申立人 「調停中ですけど」 ○○警察官



「なんの ?」  申立人 「親権者変更ですJ OO警 察官 「だつたら裁判所でいろいろ言つ

た らええやないか。 とにか くわ しらがここまで出張つてきとんやか ら… (顔 を立てろとい

うことらしい)」
「あんた仕事は何 してるんだ ?」  申立人 「一応,某工場の責任者やって

ますけどJ OO警 察官 「ほう」「今は向こうが親権者なんだろJ 申立人 「それはそ うで

すJ OO警 察官 「わ しらは親権者か ら告訴があつたら逮捕せないかんのや,わかるやろ

…わ しも小 さい子 どもおるから気持 ちは判 るが一それにそんなに子 どもが大事ならなんで

離婚なんか したんや」 申立人 「いや,裁判離婚ですよ,明確な理由もないのに破綻 して

るか らと言つて離婚 させ られたんですc子 どものために別れないと言つても聞き入れ られ

ませんで した。」 ○○警察官 「…だったらそ うゆ うことを裁判所で言つていけばええやな

いか」 申立人 「しか し,こ んな騒ぎになつたらそれを理由に,2度 と合わせない,と 必ず

言います よ」 ○○警察官 「それだつた らわ しが間に入つて聞いてきてや るか ら」―弁護

士 と話 しをしにいつた一〇〇警察官 「向こうはそ うゆ うことは絶対せんって言うとるぞ」

申立人 「しか し,向 こうの弁護士は今までも平然 と約束を破 った りしてるんで全 く信用で

きない。J OO警 察官 「そ ら,弁護士ゆ うたっていろいろおるからな。 しか し,警察が間

に入つて目の前で言 うとんや し,それはないやろ」 ○○警察官 「ん,1本 どうや,ま あ ,

とにかくタバコで t)吸 つて落ち着きなJ

その後 も少 し話 し合いをした。 A子はその間,警察官や まわ りの者にお もちゃを見せた

りして一生懸命愛想を振 りまいていたようだ。

3,中 立人 「しか し,泣いて嫌がる子 どもを警察はどうす るんですか ?無理や りひきずつ

てい くんですか ?」  ○○警察官 「・・・・ 。(無言)J 申立人 「とにかくA子 に聞いて

みます」

申立人が応接室を出ると,A子 は 1人で三階にいた。申立人が 「A子ちゃん,みんなに

自分の気持ち言えるか ?」 と聞くと,A子 「よういわん」と泣きそ うな様子であつたので ,

申立人は 「そ うか…」 とだけ言つた。 A子が玄関口に降 りてきたので,皆の前で, 申立

人 「A子 ちゃん,帰れるか ?Jと 聞 くと, A子 「え―いやだ !帰れん,帰 りたくない
,

ここがいい,お じいちゃんおばあちゃんのお うちがいい !J 周 りの者たち 「みんなでど

っか行 こう」 A子 「みんなでいくん ?J 相手方 「靴はきな」A子は周 りの者に外に連

れ出されそ うになるが,申 立人が玄関口に残つているのに気がつき,  A子 「お とうさん

は ?」 「お父 さんも一緒に」 と半泣きになっていたが,周 りの者たちは追い立てるように し

てA子を外に連れ出 した。たまらなくなった申立人が裏 口か ら飛び出す と,事態を察 した

A子が泣き始めていた。申立人が,なん とかA子 をなだめようとして 「A子ちゃん…」 と

言いかけると,弁護士が 「ぐちゃぐちゃ言 うん じゃないよ !Jと 横か ら腰を折つて しまつ

た。相手方がA子を抱えあげようとすると,A子 は嫌が り,泣きなが ら申立人に しがみつ

いてくるので,抱つこしてやると,「 お とうさん もいつしょにいく !お とうさんの車に乗る」

と離れない。その様子を見ていた弁護士は,「そんなにみせつけるん じゃないよ,お となだ

つた らさつさとあきらめろ」 といつていたそ うだ (祖母が現認 )。 申立人はなんとかA子の



自由にさせてや りたかつたが,祖母が警察が来たことによって怖気づいて しまい,A子 を

相手方に渡そ う渡そ うとしはじめたことと,怖い容貌の警察官の与える圧力に勝てず,又 ,

無理や り連れていかれるA子の気持 ちを思えば, 自らA子を送 り出 してやることを選択す

る他なかった。相手方に 「大阪まで私が車に乗せてお くつて行 くJと 言 うと,弁護士が横

か ら「そんなこと駄 目にきまつてるだろ う」 と吐き捨てるように言つた。仕方なくいつ も

別れ際に しているように,A子 を抱いたまま相手方の車の後部座席に乗 り,な だめようと

す ると,A子 は嘔吐 しは じめた。内容物を伴わない空えずきではあったが,申 立人が背中

をさすつていると,相手方が 「ほらほら,泣 くからそんなになるんで しょう。何にも出て

ないやない」と言い「ちゃんと座 りなさい」と命令 した。A子はビクッと体をふるわせて ,

泣きなが らも相手方の命令に従い,前を向いて座つた。 申立人が,「 A子ちゃんお とうさん

車で高速のインターまで後ろからついていくから,大丈夫か ?」 と聞 くと,「 うう」とうめ

くような返事をして泣きながら首を縦にぶつていた。相手方は車の外に出て警察官に,「 ご

迷惑をおかけしました」 と挨拶を し,「全 く…いくらお もちゃをたくさん買ってくれ るか ら

つてこんな…」 とぶつぶつ とA子を責めるようなことを言つていた。

4,相手方の車が発進 したので,あ わてて車に乗 り込んで後を追 うと,警察官の車がつい

てきた (パ トカーではなかった)。 高速のインターの手前で飛び降 り,手を振ったがA子に

は見えなかったかもしれない。ついてきた警察官に名前を尋ねると,○松○署のXXと 名

乗 り,も う 1人は今 日は非番だつたか らもう帰ったと言つた (後 で問い合わせると,同署

の○○警察官 とわかつた。)cそ の車両にはなぜか弁護士が同乗 していた。

5,後 日,相手方弁護士は, ×××××××××××××××××××××××申立人の

父親 と申立人に対 し,「 30万支払え・誓約書を書け 。こちらの要求を呑めば○月 25日 に会

わせてやるJと いつた内容の ご思 を送信 してきた (別紙参照 )。

以上が平成 18年○月 14日 にあつた出来事の概要です。

平成 18年○月 23日
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